
地方公共団体発行割引証等取扱規則 新旧対照表 

改 定 現 行 備考 

地方公共団体発行割引証等取扱規則 地方公共団体発行割引証等取扱規則  

2018年４月１日規則第40号 2018年４月１日規則第40号  

別記様式 別記様式  

大阪市が発行する割引証等 大阪市が発行する割引証等  

 (１) 無料乗車証  (１) 無料乗車証  

    イ 介護人付無料乗車証（単独乗車可）     イ 介護人付無料乗車証（単独乗車可）  

              表                      

裏 

              表                      

裏 

 

    

 



      

備考：2024年３月２日から2024年３月31日までの間、別に定める様式

も有効とする。 

  

     

附 則   

 この規則は、2024年３月２日から施行する。   

 


